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はじめに

近年、救急要請は増加しており、さらには高齢化社会の進展

に伴い、高齢者福祉施設等からの救急要請も増加しています。

また、人生会議（ACP）の普及に伴い、急変時の積極的な治

療や身体に負担のかかる治療を望まない方も増えています。

救急要請があった場合には、救急隊や搬送先医療機関では積

極的な治療が行われるため、中にはご本人の意に沿わない治療

が実施される場合があります。

救急現場では、利用者のADLや緊急時の意向を把握できない

ことが多く、搬送先医療機関の決定までに時間を要す場合もあ

ります。

そのため、高齢者施設等から救急要請があった際に、救急隊

と医療機関の連携が円滑に進むよう、 「館林地域メディカルコ

ントロール協議会」、「一般社団法人館林市邑楽郡医師会」、

「在宅医療介護連携相談センターたておう」が協力して「救急

情報シート」を作成しました。

搬送先医療機関の決定や、ご本人の意に沿った適切な治療が

できるよう、事前に必要な情報を記入して準備いただくもので

す。

いざという時のために、迅速な救急対応が行えるように 「救

急情報シート」を活用していただきますようご理解、ご協力を

お願いします。



救急隊は救命を役割とし、心肺蘇生を行わないこと（DNAR）を表明している

方でも、救急要請がなされた以上は、原則として心肺蘇生を行い医療機関へ搬送

します。

ご本人や家族から「心肺蘇生の実施を望まない意思表示」がある場合は、意向

に沿えるように救急要請はせず、かかりつけ医師等へ相談して、施設（自宅）で

の看取りができるような体制作りが大切です。

いざという時に慌てないように、ご利用者の状態が悪くなった場合は、状況に

応じてかかりつけ医や協力病院に相談し、指示を受けることが必要です。 普段か

ら、「どのような場合に、かかりつけ医に相談するのか」、「１１９番通報する

のか」をかかりつけ医と相談しておきましょう。

緊急と判断した場合は、迷わずに１１９番に通報し、救急車を要請してくださ

い。

緊急性のない場合は、施設等の送迎用車両や、タクシー、民間患者等搬送事業

者などの利用をお願いします。

救急情報シートの作成

ご本人にとっての最善の治療方針決定のためにも、ご本人や家族、かかりつけ

医等での話し合いが重要となり、「緊急時の方針」を決めておくことは、速やか

な搬送へと繋がります。

当然、救急現場では、家族に電話して意思確認をする時間的余裕はありません

ので、話し合いをもとに救急情報シート「表面」を作成していただき、ご準備を

お願いします。救急要請した後、「裏面」を記入して救急隊へお渡しください。

かかりつけ医、協力病院との連携、連絡体制の構築

心肺蘇生を望まない意志表示について

いざという時のために
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【お問い合わせ】
館林地域メディカルコントロール協議会事務局
（館林地区消防組合消防本部 救急管理係）

TEL:0276-72-8368
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 2026年４月 １日 第２版

救急情報シートは、在宅医療介護連携相談センターたておう、または館林地区消防組合のホームページからダウ
ンロードできます。
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